
最高裁秘書第4964号

平成30年11月28日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長今崎幸
一

底

司法行政文書開示通知書

平成30年10月26日付け（同月29日受付，最高裁秘書第4413号）で申

出のありました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしまし

たので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

(1)供覧票（件名が「 「成年後見制度利用促進基本計画の案」に盛り込むべき事

項に対する意見書について（参考） 」のもの） （片面で2枚）

（2）供覧票（件名が「GPS移動追跡装置を用いた位置情報探索捜査に関する意

見書について（参考） 」のもの） （片面で2枚）

（3）供覧票（件名が「児童虐待対応における司法関与に関する意見書について（

参考） 」のもの） （片面で2枚）

（4）供覧票（件名が「 「外国籍の弁護士を調停委員への任命から排除しないこと

を求める会長声明」の送付について外1件」のもの） （片面で2枚）

（5）供覧票（件名が「子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化に関する意見

書（参考） 」のもの） （片面で2枚） ．

（6）供覧票（件名が「日本における国際仲裁機能を強化することに関する意見書

について（参考） 」のもの） （片面で2枚）
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（7）供覧票（件名が「最高裁判所第7回「裁判の迅速化に係る検証に関する報告

書」に対する意見書について（参考送付） 」のもの） （片面で1枚）

（8） 供覧票（件名が「 「2017年度（平成29年度）司法試験の合格判定が厳

正に行われることを求める会長声明」について」のもの） （片面で1枚） ．

なお， (4)については，文書番号欄に記載されている「最高裁総一第315号」

が， (8)については，備考欄に記載されている「最高裁総一第1540号」が各供

覧に付された意見書である。

2 開示しないこととした部分とその理由

（1） 1の各文書（(8)を除く。 ）には，個人識別情報（印影）が記載されており，

この情報は,行政機関情報公開法第5条第1号に定める不開示情報に相当する

ことから， この情報が記載されている部分を開示しないこととした。

（2） 1の(8)の文書には，個人識別情報（印影及び内線番号）及び公にすると事務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報(内線番号)が記載されており，

これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号及び第6号に定める不開示

情報に相当することから，これらの情報が記載されている部分を開示しない

－
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こととした。
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（直通）(3264） 5652担当課秘書課（文書室） 電話03
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